
軍
団
兵
士
制
の
廃
止
理
由
に
つ

④
国
際
的
緊
張
の
緩
和

①
は
、
軍
団
兵
士
制
の
廃
止
を
命
じ
た
「
類
緊
三
代
格
」
延
暦
一
一
年
六
月
七
日
勅
に
み
え
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
「
国
司
軍
毅
、
非
し
理

役
使
、
徒
致
ご
公
家
之
費
一
、
還
為
二
軒
吏
之
資
一
、
静
言
言
於
此
一
、
為
し
弊
良
深
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
国
司
・
軍
毅
に
よ
る
兵
士
の
私

役
は
「
類
衆
三
代
格
」
天
平
勝
宝
五
年
一
○
月
二
一
日
官
符
、
『
続
日
本
紀
」
宝
亀
一
一
年
三
月
辛
巳
条
に
す
で
に
「
国
司
違
し
法
、

は
じ
め
に

延
暦
一
一
年
（
七
九
二
）
六
月
、
軍
団
兵
士
制
が
辺
要
地
を
除
き
廃
止
さ
れ
た
。
軍
団
兵
士
制
が
な
ぜ
廃
止
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、

（
１
）

戦
前
の
西
岡
虎
之
助
氏
や
川
上
多
助
氏
の
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
出
さ
れ
て
い
る
軍
団
兵
士
制
廃
止
の
理
由
の
う
ち
主
な
も
の
は
以
下
の
四
つ
で
あ
る
。

①
国
司
や
軍
毅
に
よ
る
兵
士
の
私
役
と
そ
の
弱
体
化

②
軍
団
兵
士
制
に
か
わ
る
騎
馬
兵
中
心
の
新
た
な
兵
士
制
の
創
出

③
国
家
財
政
収
入
の
増
大

い
て

寺
内

七
一

止
口

、
ｖ
ｌ



七
一

一

苦
訓
役
私
業
・
、
悉
棄
一
一
弓
箭
一
、
還
執
二
組
鍬
・
」
「
国
司
軍
毅
、
自
盗
駆
役
、
曽
未
一
一
貫
習
一
、
弓
馬
唯
給
、
採
川
苅
薪
草
」
と
み
え
る
も
の

で
、
以
前
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
②
は
、
軍
団
兵
士
制
廃
止
と
同
時
に
健
児
制
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
と
関
係
す
る
も

の
で
、
地
方
軍
事
警
察
力
の
担
い
手
が
郡
司
子
弟
か
ら
な
る
健
児
、
す
な
わ
ち
少
数
精
鋭
の
騎
馬
兵
に
移
行
し
、
そ
の
た
め
弱
体
化
し
た

軍
団
兵
士
は
廃
止
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
③
は
、
庸
と
雑
徳
が
免
除
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
弱
体
化
し
た
軍
団
兵
士
を
大
量
に
抱

え
る
こ
と
は
、
財
政
再
建
と
新
都
造
営
を
進
め
る
光
仁
・
桓
武
朝
に
お
い
て
は
国
家
財
政
上
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
西
岡
虎
之
助
氏
は
「
か
か
る
不
相
応
な
大
兵
制
を
存
置
し
之
を
維
持
し
て
行
く
こ
と
は
、
理
論
上
か
ら
見
て
も
国
家
の
財
政

（
》
可
『
も
〉

の
許
さ
ざ
る
所
の
も
の
で
あ
り
、
殊
に
光
仁
・
桓
武
朝
の
如
き
専
ら
倹
約
を
奨
励
し
冗
員
陶
汰
を
断
行
し
た
。
緊
縮
政
治
の
行
き
方
よ
り

（
２
）

論
ず
れ
ば
、
当
然
改
革
さ
る
べ
き
運
命
の
下
に
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
④
は
、
軍
団
兵
士
制
が
七
世
紀
末
に
成
立
し
た
、
王
要
因
は
唐
・

新
羅
か
ら
の
侵
攻
に
備
え
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
八
世
紀
末
に
な
る
と
国
力
が
後
退
し
た
唐
・
新
羅
は
も
は
や
日
本
に
と
っ
て
脅
威
で
は

な
く
な
り
、
そ
の
た
め
大
規
模
な
軍
事
力
は
も
は
や
不
必
要
に
な
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
軍
団
兵
士
制
廃
止
の
基
本
的
理
由
と
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
軍
団
兵
士
制
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
・
矛
盾
点
が
八
世
紀

末
に
限
界
点
に
達
し
、
廃
止
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
軍
団
兵
士
制
は
光
仁
・
桓
武
朝
に
は
遅
か
れ
早
か
れ
廃
止
さ
れ
る
運

命
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
問
題
と
な
る
の
は
な
ぜ
延
暦
一
一
年
と
い
う
年
に
軍
団
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

軍
団
兵
士
制
廃
止
の
基
本
的
理
由
は
先
に
み
た
通
り
だ
が
、
延
暦
一
一
年
と
い
う
年
に
政
府
が
軍
団
制
廃
止
に
踏
み
切
っ
た
直
接
の
理

由
・
契
機
は
何
か
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
こ
の
点
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
延
暦
一
一
年
は
、
延
暦
八
年
の
蝦
夷
征
討
で
大
敗
し
た
律
令
国
家
が
再
度
の
征
討
準
備
を
行
っ
て
い
る
真
最
中
の
年
で
あ

る
。
故
に
、
軍
団
兵
士
制
の
廃
止
と
い
う
軍
事
政
策
の
大
転
換
は
そ
う
し
た
蝦
夷
征
討
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
っ

と
も
、
こ
う
し
た
時
期
に
軍
団
兵
士
制
を
廃
止
す
る
の
は
一
見
矛
盾
し
た
政
策
に
み
え
る
が
、
む
し
ろ
逆
に
再
度
の
蝦
夷
征
討
準
備
を
進



耶
剛
兵
士
制
の
廃
止
理
由
に
つ
い
て

七

め
る
た
め
に
軍
団
兵
士
制
を
廃
止
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
征
夷
の
準
備
を
進
め
る
な
か
で
軍
団
兵
士

制
の
存
在
が
障
害
に
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
も
そ
う
し
た
視
角
で
な
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）

土
口
沢
幹
夫
氏
は
、
飯
団
兵
士
制
の
廃
止
を
桓
武
朝
の
地
方
政
治
粛
正
の
一
環
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
征
夷
の
準
備
が
進
む
な

か
で
延
暦
一
○
年
に
な
る
と
軍
器
・
軍
根
の
負
担
が
全
国
に
拡
大
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
国
司
の
手
か
ら
軍
事
的
権
限

を
取
り
戻
す
必
要
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
司
の
軍
事
的
権
限
の
縮
小
と
征
夷
事
業
の
全
国
負
担
と
の
関
係
が
や
や

不
明
確
で
あ
り
、
延
暦
二
年
の
軍
団
兵
士
制
廃
止
理
由
の
説
明
と
し
て
は
説
得
力
に
欠
け
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
４
）

村
岡
薫
氏
は
、
軍
団
兵
士
制
の
廃
止
は
征
軍
要
員
の
増
加
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
村
岡
氏
は
、
弱
兵
の
帰
農
と
「
般
富

百
姓
才
堪
倉
弓
馬
者
」
の
軍
事
組
織
化
を
命
じ
た
宝
屯
一
一
年
官
奏
以
降
も
征
飯
兵
士
の
基
本
は
飯
団
兵
士
に
あ
り
、
征
討
準
備
を
進
め

る
政
府
に
と
っ
て
い
か
に
多
く
の
征
軍
兵
士
を
確
保
す
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
「
征
箪
要
員
の
増
加
を
は
か
る
た
め
に
は
、

軍
団
の
定
員
数
制
は
か
え
っ
て
足
棚
と
な
る
の
で
」
、
軍
団
兵
士
制
の
廃
止
に
よ
り
「
征
軍
兵
士
の
差
発
母
体
を
、
正
丁
の
全
公
民
に
拡

大
」
し
、
さ
ら
に
は
浪
人
・
神
賎
や
伴
囚
を
含
め
た
「
皇
民
」
征
軍
の
編
成
を
め
ざ
し
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
村
岡
氏
の
説
の
う
ち
征
軍
兵

士
の
差
発
対
象
を
身
分
面
で
拡
大
す
る
た
め
に
軍
団
兵
士
制
の
廃
止
が
な
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
後
に
述
べ

る
よ
う
に
政
府
が
征
軍
兵
士
の
単
な
る
堂
的
拡
大
の
み
を
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
征
軍

兵
士
の
増
員
が
必
要
な
ら
ば
、
「
軍
団
の
定
員
数
制
」
を
撤
廃
し
、
浪
人
・
神
賎
や
伴
囚
の
別
部
隊
を
つ
く
れ
ば
い
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
延
暦
二
年
に
軍
団
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
た
理
由
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

中
尾
浩
康
氏
は
、
大
規
模
な
征
夷
が
長
期
に
わ
た
り
断
続
的
に
続
い
た
こ
と
に
よ
り
、
軍
防
令
兵
士
以
上
条
の
「
国
内
上
番
」
免
除
規

（
Ｐ
Ｃ
）

定
か
ら
軍
団
兵
士
制
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
こ
と
が
軍
団
兵
士
制
廃
止
の
理
由
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
『
令
義
解
」
軍
防
令
兵
士
以
上
条

に
よ
れ
ば
軍
団
兵
士
は
帰
郷
後
征
行
期
間
と
同
じ
長
さ
の
間
「
国
内
上
番
」
と
揺
役
が
免
除
さ
れ
る
が
、
長
期
か
つ
大
規
模
な
征
夷
の
た



め
上
番
す
る
軍
団
兵
士
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
ま
た
国
家
財
政
収
入
も
減
少
す
る
の
で
、
征
討
事
業
を
継
続
す
る
た
め
に
は

軍
団
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
尾
説
は
軍
防
令
兵
士
以
上
条
の
義
解
説
が
正
し
く
か

つ
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
の
だ
が
、
は
た
し
て
本
当
に
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
軍
防
令
兵
士
以
上
条

に
は
「
其
衛
士
防
人
還
し
郷
之
日
、
並
免
二
国
内
上
番
一
、
衛
士
一
年
、
防
人
三
年
」
と
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
衛
士
・
防
人
の
そ
う
し
た
上

番
年
限
が
守
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
「
令
義
解
」
の
理
解
が
正
し
い
と
し
て
も
、
兵
士
の
私
役
を
禁
ず

る
法
令
が
何
回
に
も
わ
た
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
全
く
守
っ
て
い
な
い
国
司
が
「
国
内
上
番
」
免
除
規
定
だ
け
を

忠
実
に
遵
守
し
て
い
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
６
）

以
上
、
一
二
氏
の
説
の
紹
介
と
批
判
を
行
っ
て
き
た
が
、
以
下
で
は
蝦
夷
征
討
の
準
備
が
進
め
ら
れ
る
な
か
で
な
ぜ
延
暦
一
一
年
に
軍
団

兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

宝
亀
一
一
年
官
奏
の
検
討

七
四

延
暦
一
一
年
（
七
九
二
）
六
月
に
軍
団
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
、
健
児
が
置
か
れ
る
が
、
一
二
年
前
の
宝
亀
一
一
年
（
七
八
○
）
に
す
で

に
富
裕
な
百
姓
で
弓
馬
に
巧
み
な
者
を
兵
士
と
し
、
弱
兵
は
帰
農
さ
せ
る
と
い
う
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
延
暦
一

一
年
の
軍
団
兵
士
制
の
廃
止
と
健
児
制
の
創
設
は
決
し
て
唐
突
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
政
策
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
本
章
で
は
、
軍
団
兵
士
制
廃
止
の
理
由
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
こ
の
宝
亀
二
年
官
奏
の
持
つ
意
味
及
び
東
北
の
軍
事
情

勢
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。



軍
団
兵
士
制
の
廃
止
理
由
に
つ
い
て

七
五

（
ア
）
『
続
日
本
紀
」
宝
亀
一
一
年
三
月
辛
巳
条

又
奏
僻
、
済
し
世
興
し
化
、
墓
仔
二
九
功
一
、
討
レ
罪
威
し
辺
、
亦
資
二
七
徳
一
、
文
武
之
道
、
廃
し
一
不
可
、
但
今
諸
国
兵
士
、
略
多
二
扇
弱
一
、

徒
免
：
身
庸
．
、
不
し
帰
皇
天
府
、
国
司
軍
毅
、
自
盗
駆
役
、
曾
未
二
貫
習
、
弓
馬
唯
給
、
採
訓
苅
薪
草
一
、
縦
使
｜
以
レ
此
赴
じ
戦
、
謂
退
之
棄

臭
、
臣
等
以
為
、
除
菟
三
関
辺
要
・
之
外
、
随
二
国
大
小
以
為
レ
額
、
価
点
下
段
富
百
姓
才
堪
二
弓
馬
者
ｋ
、
毎
主
其
当
番
一
、
専
習
書
武
芸
、

属
し
有
ご
徴
発
一
、
庶
幾
免
二
稽
廃
、
其
廟
弱
之
徒
、
勤
皆
令
レ
赴
レ
農
、
此
設
鳶
守
備
↓
、
省
二
不
急
・
之
道
也
、
臣
等
商
量
所
し
定
、
具
し
状
如
レ

左
、
伏
聴
二
天
裁
一
者
、
奏
可
之
、
毎
し
国
減
省
各
有
し
差
、
於
し
是
、
諸
司
仕
丁
駕
輿
丁
等
砺
丁
及
三
衛
府
火
頭
等
、
徒
免
二
庸
調
一
、
無
し
益
妻

公
家
一
、
遠
離
》
一
本
郷
一
、
多
破
二
私
業
一
、
価
従
二
本
色
一
、
以
赴
二
農
畝
一
馬
。

こ
の
官
奏
は
、
脆
弱
な
兵
士
を
帰
農
さ
せ
、
そ
の
代
わ
り
に
富
裕
な
百
姓
で
弓
馬
に
巧
み
な
者
を
兵
士
と
せ
よ
と
し
た
も
の
だ
が
、
そ

れ
は
兵
士
が
国
司
や
軍
毅
に
私
役
さ
れ
て
兵
力
に
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
弱
兵
の
庸
を
免
除
す
る
の
は
無
意
味
と
考
え
ら
れ

た
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
府
は
無
用
の
長
物
と
化
し
た
軍
団
兵
士
を
縮
減
す
る
こ
と
に
よ
り
財
政
上
の
無
駄
を
省
こ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
弱
兵
の
帰
農
と
と
も
に
「
諸
司
仕
丁
駕
輿
丁
等
厩
丁
及
三
衛
府
火
頭
等
」
も
ま
た
「
徒
免
嘗
庸
調
、
無
し
益
二
公
家
．
、

遠
離
：
本
郷
、
多
破
き
私
業
」
と
い
う
理
由
で
帰
農
が
命
じ
ら
れ
た
こ
と
や
、
「
続
日
本
紀
」
同
日
条
の
前
半
の
官
奏
で
、
官
職
が
多
す

ぎ
て
無
駄
な
費
用
が
か
か
る
た
め
剰
官
が
廃
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
「
当
今
之
急
、
省
し
官
息
し
役
、

上
下
同
し
心
、
唯
農
是
務
」
と
い
う
文
言
は
二
つ
の
官
奏
に
共
通
す
る
理
念
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
宝
亀
二
年
官
奏
は
光
仁
朝
の
財
政
再
建
政
策
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
背
景
に
は
国
際

的
緊
張
の
緩
和
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
宝
亀
一
一
年
に
ほ
ぼ
全
国
的
に
軍
団
兵
士
が
縮
減
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
軍

団
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
る
の
は
こ
の
一
二
年
後
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
軍
団
兵
士
制
の
問
題
点
が
表
面
化
す
る
と
と
も
に
、
政

府
に
よ
っ
て
そ
の
対
応
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
軍
団
兵
士
制
の
持
つ
問
題
点
は
も
は
や
放
置
で
き
な
い
段
階
に
達
し
て



あ
る
。

お
り
、
政
府
は
そ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
富
裕
な
百
姓
で
弓
馬
に
巧
み
な
者
を
兵
士
と
し
、
弱
兵
は
帰
農
さ
せ
る
と
い
う
政
策
が
東
北
の
軍
事
情
勢
に
関
わ
っ
て
い
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
当
時
は
宝
亀
五
年
の
蝦
夷
に
よ
る
桃
生
城
襲
撃
に
よ
り
い
わ
ゆ
る
「
三
八
年
戦
争
」
が
東
北

地
方
で
始
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
除
二
三
関
辺
要
一
之
外
」
と
あ
る
の
で
陸
奥
・
出
羽
国
は
こ
の
官
奏
の
対
象
外
だ
が
、

（
【
ｊ
）

坂
東
諸
国
は
蝦
夷
征
討
に
お
い
て
は
以
前
か
ら
陸
奥
・
出
羽
国
と
と
も
に
兵
士
の
動
員
対
象
国
な
の
で
、
坂
東
諸
国
の
軍
団
兵
士
が
蝦
夷

と
の
戦
争
に
数
多
く
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
れ
が
こ
の
官
奏
が
出
さ
れ
た
要
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で

七
六

（
８
）

し
か
し
、
宝
亀
五
’
九
年
の
蝦
夷
と
の
戦
争
は
陸
奥
・
出
羽
国
の
兵
士
を
主
力
と
し
て
お
り
、
坂
東
諸
国
の
兵
士
は
あ
ま
り
深
く
は
関

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
続
日
本
紀
」
宝
亀
七
年
一
一
月
甲
子
条
に
は
陸
奥
国
が
軍
士
二
万
人
、
出
羽
国
が
軍
士
四
千
人
を
発

し
て
蝦
夷
を
討
ち
、
同
七
年
一
一
月
庚
辰
条
に
は
陸
奥
軍
三
千
人
を
発
し
て
胆
沢
の
蝦
夷
を
討
つ
と
あ
る
。
ま
た
、
同
八
年
九
月
発
亥
条

に
は
四
月
か
ら
「
挙
レ
国
発
し
軍
、
以
討
二
山
海
両
賊
一
」
っ
た
た
め
今
年
の
調
庸
と
田
租
を
免
じ
る
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
坂
東
諸
国
の
兵

士
が
無
関
係
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
宝
亀
五
年
八
月
に
危
急
の
こ
と
が
あ
れ
ば
五
○
○
’
二
○
○
○
人
の
援
兵
を
差
発
せ
よ
と
の
勅
が

（
９
）
（
皿
）

下
さ
れ
、
宝
亀
七
年
五
月
に
は
出
羽
国
軍
が
志
波
村
で
苦
戦
し
た
た
め
下
総
・
下
野
・
常
陸
国
の
騎
兵
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同

（
皿
）

六
年
一
○
月
に
は
出
羽
国
の
鎮
兵
九
九
六
人
の
派
遣
要
請
に
応
じ
て
相
模
・
武
蔵
・
上
野
・
下
野
国
の
兵
士
が
差
遣
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
、
次
に
み
る
宝
亀
一
一
年
以
後
の
蝦
夷
征
討
の
よ
う
に
坂
東
諸
国
か
ら
兵
士
が
大
量
に
動
員
さ
れ
た
り
、
大
量
の
軍
穣
が
課
さ
れ
た
り

し
た
様
子
は
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
一
部
の
騎
兵
や
鎮
兵
が
派
遣
さ
れ
た
程
度
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
弱
兵
で
は
戦
力
に
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
部
分
、
す
な
わ
ち
「
縦
使
二
以
レ
此
赴
－
し
戦
、
謂
二
之
棄
一
実
」
が
仮
定
形
の

文
章
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
も
し
、
坂
東
諸
国
の
兵
士
が
蝦
夷
と
の
実
戦
に
よ
り
「
扇
弱
」
な
こ
と
が
判
明
し
、
そ
の



宝
屯
一
一
年
官
奏
が
出
さ
れ
た
直
後
の
三
月
二
二
日
に
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
が
勃
発
し
、
政
府
は
東
北
地
域
で
大
規
模
な
軍
事
行
動
を

展
開
す
る
・
そ
う
し
た
な
か
で
出
さ
れ
る
の
が
坂
東
諸
国
か
ら
軍
士
に
堪
え
る
者
を
徴
発
せ
よ
と
し
た
延
暦
二
年
勅
で
あ
る
ｏ
本
章
で
は
、

こ
の
勅
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

最
初
に
宝
亀
一
一
年
（
七
八
○
）
か
ら
延
暦
二
年
（
七
八
三
）
ま
で
の
東
北
情
勢
を
簡
単
に
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

（
吃
）

宝
亀
一
一
年
一
二
月
、
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
が
起
こ
り
、
按
察
使
紀
広
純
が
殺
害
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
政
府
は
征
東
大
使
な
ど
を
任
命

（
脇
）
（
肌
）

す
る
と
と
も
に
、
大
量
の
兵
員
・
軍
根
・
武
具
を
陸
奥
国
に
送
り
反
撃
に
出
た
。
兵
員
は
、
五
月
に
征
夷
に
従
う
進
士
を
募
り
、
七
月
に

（
喝
）

は
坂
東
諸
国
の
兵
士
に
九
月
五
日
ま
で
に
多
賀
城
に
集
ま
る
よ
う
に
と
の
勅
を
出
し
た
。
こ
う
し
た
結
果
、
一
○
月
の
勅
に
は
「
所
し
集

（
肥
）
（
灯
）

歩
騎
数
万
余
人
」
と
み
え
て
い
る
。
軍
根
は
、
五
月
に
坂
東
諸
国
と
能
登
・
越
中
・
越
後
国
に
糖
三
万
石
を
備
え
さ
せ
、
七
月
に
は
そ
の

（
鴫
）

う
ち
下
総
国
の
精
六
○
○
○
石
、
常
陸
国
の
糠
一
万
石
を
軍
所
に
運
ば
せ
て
い
る
。
ま
た
、
天
応
元
年
一
一
月
に
は
相
模
・
武
蔵
・
安
房
．

二
延
暦
二
年
勅
の
検
討

軍
団
兵
士
制
の
廃
止
理
由
に
つ
い
て

七
七

結
果
こ
の
官
奏
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
次
に
見
る
延
暦
二
年
勅
の
「
坂
東
諸
国
、
属
し
有
劃
軍
役
一
、
毎
多
厄
弱
、
全
不
し
堪
し
戦
」
の

よ
う
な
内
容
・
文
体
で
書
か
れ
て
い
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
く
ま
で
仮
定
形
で
書
か
れ
て
あ
る
の
は
陸
奥
・
出
羽
以
外
の

国
の
兵
士
が
実
戦
に
は
あ
ま
り
投
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
宝
亀
五
’
九
年
の
蝦
夷
征
討
に
坂
東
諸
国
の
兵
士
は
多
数
は
送
り
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
宝
亀
一
一
年
官

奏
と
こ
の
時
期
の
蝦
夷
征
討
と
は
無
関
係
で
は
な
い
も
の
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
官
奏
は

主
と
し
て
農
民
負
担
の
軽
減
、
財
政
収
入
の
増
大
の
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
軍
事
的
な
意
味
合
い
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。



七
八

（
贈
）

上
総
・
下
総
・
常
陸
国
に
命
じ
て
穀
一
○
万
石
を
陸
奥
国
の
軍
所
に
漕
送
さ
せ
て
い
る
。
武
具
は
、
五
月
に
京
庫
と
諸
国
の
田
‐
六
○
○
領

（
釦
）
（
幻
）

を
鎮
秋
将
軍
の
所
に
送
ら
せ
、
七
月
に
は
田
‐
一
○
○
○
領
を
尾
張
・
三
河
等
五
か
国
に
、
襖
四
○
○
○
領
を
東
海
・
東
山
道
諸
国
に
作
り

（
型
）

送
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
伊
治
公
砦
麻
ロ
ロ
の
乱
以
後
政
府
は
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
大
規
模
な
軍
事
行
動
を
展
開
し
、
そ
の
た
め
兵

員
・
物
資
の
負
担
は
陸
奥
・
出
羽
国
以
外
の
諸
国
、
と
り
わ
け
坂
東
諸
国
に
重
く
の
し
か
か
っ
た
。
延
暦
二
年
四
月
に
坂
東
諸
国
に
対
し

て
「
事
不
レ
獲
レ
巳
、
頻
動
二
軍
旅
一
、
遂
使
下
坂
東
之
境
、
恒
疲
二
調
発
一
、
播
殖
之
輩
、
久
倦
中
転
輸
上
、
念
二
弦
労
弊
一
、
朕
甚
慾
し
之
、
今
遣
レ

（
羽
）

使
存
慰
、
開
し
倉
優
給
」
と
い
う
慰
労
の
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
今
回
の
征
夷
に
お
い
て
坂
東
諸
国
か
ら
大
量
の
兵
士
や
物
資
が
動

員
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
後
の
蝦
夷
征
討
は
大
規
模
に
な
さ
れ
た
の
だ
が
、
天
応
元
年
六
月
の
勅
に
「
賊
衆
四
千
余
人
、
其
所
し

（
別
）
く
あ
〉

斬
首
級
、
僅
七
十
余
人
、
則
遺
衆
猶
多
」
と
あ
り
、
ま
た
同
年
九
月
に
は
「
数
葱
一
一
征
期
一
、
逗
留
不
し
進
、
徒
費
二
軍
根
一
、
延
訓
引
日
月
一
」

と
い
う
理
由
で
征
東
副
使
大
伴
益
立
の
位
階
が
剥
奪
さ
れ
る
な
ど
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で

出
さ
れ
る
の
が
次
の
延
暦
二
年
六
月
勅
で
あ
る
。

（
ィ
）
「
続
日
本
紀
」
延
暦
二
年
六
月
辛
亥
条

勅
日
、
夷
虜
乱
し
常
、
為
し
梗
未
レ
巳
、
追
則
鳥
散
、
捨
則
蟻
結
、
事
須
ド
練
二
兵
教
、
卒
備
小
其
冠
掠
上
、
今
聞
、
坂
東
諸
国
、
属
し
有
二
軍

役
垂
、
毎
多
廷
弱
、
全
不
し
堪
し
戦
、
即
有
下
雑
色
之
誰
、
浮
宕
之
類
、
或
便
二
弓
馬
一
、
或
堪
叩
戦
陣
上
、
毎
し
有
孟
徴
発
《
、
未
二
嘗
差
点
、
同

日
二
皇
民
、
堂
合
し
如
レ
此
、
宜
淵
仰
二
坂
東
八
国
、
簡
剛
取
所
レ
有
散
位
子
、
郡
司
子
弟
、
及
浮
宕
等
類
、
身
堪
：
軍
士
一
者
上
、
随
二
国
大
小
、

一
千
巳
下
、
五
百
巳
上
、
専
習
二
用
兵
之
道
↓
、
並
備
△
身
装
耶
、
即
入
色
之
人
、
便
考
皇
当
国
、
白
丁
免
し
倍
、
価
勅
：
堪
し
事
国
司
一
人
．
、

専
知
勾
当
、
如
有
墨
非
常
一
、
便
即
押
領
奔
赴
、
可
し
告
一
事
機
ｂ

こ
の
勅
は
、
蝦
夷
と
の
戦
い
に
お
い
て
坂
東
諸
国
の
兵
士
は
「
延
弱
」
で
戦
力
に
な
ら
な
い
た
め
、
「
散
位
子
、
郡
司
子
弟
、
及
浮
宕



（
ウ
）
『
続
日
本
紀
」
延
暦
七
年
三
月
辛
亥
条

下
し
勅
、
調
１
発
東
海
・
東
山
・
坂
東
諸
国
歩
騎
五
万
二
千
八
百
余
人
．
、
限
：
来
年
三
月
一
、
会
二
於
陸
奥
国
多
賀
城
一
、
其
点
し
兵
者
、
先

尽
二
前
般
入
し
軍
経
し
戦
叙
し
勲
者
、
及
常
陸
国
神
賎
一
、
然
後
簡
剛
点
余
人
堪
二
弓
馬
一
者
上
。

こ
れ
は
東
海
・
東
山
・
坂
東
諸
国
の
歩
騎
五
万
二
千
八
百
余
人
を
徴
発
し
て
来
年
三
月
ま
で
に
多
賀
城
に
集
結
さ
せ
、
点
兵
に
あ
た
つ

下
さ
れ
る
。

（
ウ
）
『
続

軍
団
兵
士
制
の
廃
止
理
由
に
つ
い
て

七
九

（
郡
）

等
類
、
身
堪
二
軍
士
者
」
を
と
っ
て
兵
士
に
せ
よ
と
Ｉ
し
た
も
の
で
あ
る
。
伊
治
公
些
麻
呂
の
乱
後
の
征
夷
に
は
坂
東
諸
国
か
ら
多
く
の
兵

士
が
投
入
さ
れ
た
の
だ
が
、
蝦
夷
軍
を
相
手
に
軍
団
兵
士
の
脆
弱
さ
が
露
呈
し
、
こ
の
勅
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

脆
弱
な
軍
団
兵
士
を
帰
農
さ
せ
弓
馬
に
巧
み
な
者
を
兵
士
に
す
る
こ
と
は
す
で
に
宝
亀
二
年
官
奏
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
し

（
訂
）

た
こ
と
を
改
め
て
命
じ
て
い
る
の
は
宝
亀
一
一
年
官
奏
の
内
容
が
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
注
意
す
べ
き
点
は
、
宝
亀
二
年
官
奏
と
違
っ
て
こ
の
勅
は
「
坂
東
八
国
」
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
前
か
ら
、

そ
し
て
こ
れ
以
後
も
坂
東
諸
国
は
対
蝦
夷
戦
争
の
兵
員
供
給
地
で
あ
る
か
ら
、
「
身
堪
二
軍
士
・
者
」
を
兵
士
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
く
坂
東
諸
国
の
兵
力
を
立
て
直
し
強
化
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
坂
東
諸
国
の
軍
団
兵
士
の
弱
体
ぶ
り
を
目
の
当
た
り

に
し
た
政
府
が
坂
東
諸
国
か
ら
多
数
の
「
身
堪
二
軍
士
者
」
を
徴
発
し
よ
う
と
し
た
の
は
今
後
の
蝦
夷
と
の
戦
争
に
備
え
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宝
亀
一
一
年
官
奏
が
財
政
再
建
策
の
一
環
と
し
て
全
国
的
規
模
で
出
さ
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
こ
の
勅
は
坂
東
諸
国
の
み

（
錫
）

を
対
象
に
も
っ
ぱ
ら
軍
事
的
な
観
点
か
ら
下
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
鋤
）

延
暦
一
一
一
年
一
一
月
、
大
伴
家
持
が
持
節
征
東
将
軍
に
任
じ
ら
れ
、
再
び
征
夷
の
準
備
が
始
ま
る
。
延
暦
五
年
に
な
る
と
東
海
・
東
山
二
道

〈
鋤
）

に
使
が
派
遣
さ
れ
、
軍
士
の
簡
閲
、
戎
具
の
点
検
が
行
わ
れ
、
延
暦
七
年
一
二
月
に
は
陸
奥
国
に
対
し
て
軍
根
三
万
五
千
余
石
を
多
賀
城
に
、

（
帥
）

東
海
・
東
山
・
北
陸
諸
国
に
対
し
て
柿
一
一
万
一
二
千
余
石
と
塩
を
陸
奥
国
に
運
ぶ
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
月
に
次
の
よ
う
な
勅
が



こ
う
し
た
な
か
で
延
暦
二
年
六
月
に
軍
団
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
延
暦
二
年
勅
や
延
暦
七
年
勅
で
徴
発
が
命
じ

ら
れ
た
兵
士
、
す
な
わ
ち
「
身
堪
二
軍
士
一
者
」
や
「
堪
二
弓
馬
一
者
」
を
政
府
は
実
際
に
動
員
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

王
）
「
続
日
本
紀
」
延
暦
九
年
一
○
月
葵
丑
条

太
政
官
奏
言
、
蝦
夷
干
紀
、
久
迩
皇
王
誰
｜
、
大
軍
奮
撃
、
余
蕊
未
し
絶
、
当
今
坂
東
之
国
、
久
疲
二
戎
場
、
強
壮
者
以
宝
筋
力
供
し
軍
、

貧
弱
者
以
二
転
銅
・
赴
レ
役
、
而
富
暁
之
輩
、
頗
免
二
此
苦
、
前
後
之
戦
、
未
し
見
二
其
労
一
、
又
諸
国
百
姓
、
元
離
二
軍
役
一
、
徴
発
之
時
、
一

蝦
夷
征
討
に
失
敗
し
た
政
府
軍
は
翌
延
暦
九
年
（
七
九
○
）
か
ら
さ
っ
そ
く
次
の
征
夷
の
準
備
に
と
り
か
か
る
。
同
年
間
三
月
に
東
海
・

東
山
道
の
諸
国
に
対
し
て
革
甲
二
千
領
、
軍
根
精
一
四
万
石
を
準
備
さ
せ
、
四
月
に
は
大
宰
府
に
命
じ
て
鉄
胃
二
千
九
百
余
枚
を
作
ら
せ

（
別
）

て
い
る
。
延
暦
一
○
年
に
な
る
と
一
月
に
軍
士
の
簡
閲
、
戎
具
の
点
検
の
た
め
東
海
・
東
山
一
一
道
に
使
が
遣
さ
れ
、
一
一
一
月
に
は
右
大
臣
以

下
五
位
以
上
と
全
国
の
国
郡
司
に
甲
を
、
一
○
月
に
は
東
海
・
東
山
道
の
諸
国
に
三
万
四
千
五
百
余
具
の
征
箭
を
作
る
こ
と
を
命
じ
て
い

（
錘
）

こ
う
し
て
翌
延
暦
八
年
に
征
軍
二
七
四
七
○
人
、
輔
重
一
一
一
四
三
○
人
と
い
う
大
規
模
な
兵
員
を
動
か
し
て
の
征
夷
が
な
さ
れ
る
の
だ

（
調
）

が
、
蝦
夷
の
巧
み
な
戦
略
や
「
軍
少
将
卑
」
な
ど
の
作
戦
ミ
ス
に
よ
い
リ
政
府
軍
は
大
敗
し
、
征
夷
は
失
敗
に
終
わ
る
。

賎
を
別
に
す
れ
ば
、

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

て
は
従
軍
叙
勲
者
と
常
陸
国
神
賎
を
先
に
と
り
、
次
に
「
堪
二
弓
馬
・
者
」
を
簡
点
せ
よ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
軍
叙
勲
者
と
常
陸
国
神

賎
を
別
に
す
れ
ば
、
徴
発
対
象
は
延
暦
二
年
勅
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
実
際
に
点
兵
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
う
し
た
方
針
を
改
め
て
周
知
し

三
軍
団
兵
士
制
廃
止
の
理
由

八
○

一受

る翌
○



軍
団
兵
士
制
の
廃
止
理
由
に
つ
い
て

八
一

無
し
所
し
預
、
計
菖
其
労
逸
．
、
不
し
可
レ
同
し
日
、
普
天
之
下
、
同
日
一
・
皇
民
一
、
至
二
於
挙
ｐ
事
、
何
無
二
倶
労
．
、
請
仰
：
左
右
京
、
五
畿
内
、

七
道
諸
国
司
等
．
、
不
し
論
暑
土
人
浪
人
及
王
臣
佃
使
一
、
検
刈
録
財
堪
レ
造
し
甲
者
、
副
鴇
其
所
し
蓄
物
数
及
郷
里
姓
名
》
、
限
二
今
年
内
一
、
令
：

以
申
誌
、
又
応
し
造
之
数
、
各
令
：
親
申
、
臣
等
職
参
息
枢
要
、
不
し
能
：
黙
永
、
敢
陳
皇
愚
管
、
以
煩
葛
天
聴
、
奏
可
之
。

こ
れ
は
全
国
の
富
豪
届
に
甲
の
造
作
を
命
じ
た
も
の
だ
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
「
当
今
坂
東
之
国
、
久
疲
：
戎
場
．
、
強
壮
者
以
：
筋
力
．

供
し
軍
、
貧
弱
者
以
看
転
伽
赴
し
役
、
而
富
焼
之
誰
、
頗
免
：
此
苦
、
前
後
之
戦
、
未
し
見
乏
其
労
」
と
あ
る
よ
う
に
、
坂
東
諸
国
で
は
一

般
公
民
は
蝦
夷
征
討
に
従
軍
し
た
が
、
「
富
暁
之
輩
」
は
そ
れ
を
逃
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
身
堪
皇
軍
士
・
者
」
や
「
堪
二

弓
馬
者
」
の
多
く
は
実
態
と
し
て
は
「
富
暁
之
輩
」
に
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
政
府
は
そ
れ
ら
の
者
た
ち
を
動
員
す
る
こ

と
に
は
成
功
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
再
度
の
蝦
夷
征
討
の
準
備
を
進
め
る
政
府
に
と
っ
て
戎
具
や
軍
根
だ
け
で
な

く
兵
士
の
質
の
確
保
、
す
な
わ
ち
弓
馬
に
堪
え
る
者
を
坂
東
諸
国
か
ら
数
多
く
集
め
る
こ
と
が
最
重
要
か
つ
緊
急
の
課
題
に
な
っ
て
い
た

に
違
い
な
い
。
し
か
も
、
単
に
命
令
を
下
す
だ
け
で
は
延
暦
二
年
勅
や
延
暦
七
年
勅
と
同
じ
結
果
に
終
わ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
い
う

状
況
下
で
軍
団
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
軍
団
兵
士
制
の
廃
止
は
こ
う
し
た
坂
東
諸
国
の
兵
力
立
て
直
し
と
関

わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
坂
東
諸
国
か
ら
弓
馬
に
堪
え
る
者
を
徴
集
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状

況
が
政
府
を
し
て
最
終
的
に
軍
団
制
の
廃
止
に
踏
み
切
ら
せ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
弓
馬
に
堪
え
る
者
を
徴
発
す
る
た
め
に
は
な
ぜ
軍
団
兵
士
制
を
廃
止
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
こ
の
点

に
つ
い
て
西
海
道
諸
国
に
お
け
る
軍
団
兵
士
制
廃
止
に
関
す
る
史
料
を
参
考
に
考
え
て
み
よ
う
。

さ
て
、
西
海
道
諸
国
の
軍
団
兵
士
制
は
延
暦
一
一
年
以
降
も
廃
止
さ
れ
ず
に
存
続
し
た
の
だ
が
、
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
に
兵
士
の
数

（
調
）

が
約
半
分
に
減
定
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
「
府
国
之
吏
」
が
兵
士
を
私
役
し
、
「
名
是
兵
士
、
実
同
当
役
夫
、
身
力
疲
弊
、
不
し
足
し
為
し

兵
」
た
め
で
あ
り
、
「
強
壮
」
な
兵
士
を
残
留
さ
せ
、
そ
の
他
は
削
減
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
三
年
後
の
天
長
三
年



右
得
二
大
宰
府
奏
状
一
僻
、
兵
士
名
備
二
防
禦
一
、
実
是
役
夫
、
其
窮
困
之
体
、
令
二
人
憂
煩
一
、
屡
下
二
厳
勅
．
、
禁
刈
制
他
役
．
、
時
代
既
久
、

曽
元
二
遵
行
一
、
其
故
何
者
、
兵
士
之
賎
、
元
し
異
二
奴
僕
一
、
一
人
被
レ
点
、
一
戸
随
亡
、
軍
毅
主
帳
、
校
尉
旅
帥
、
各
為
二
虎
狼
一
、
更
相
徴

索
、
唯
求
荷
不
レ
合
、
乗
し
勢
生
し
庇
、
当
し
有
二
違
閥
一
、
責
し
庸
倍
多
、
唯
利
唯
視
、
無
し
憧
二
憲
章
．
、
因
し
斯
強
士
恥
し
名
、
儒
夫
畏
レ
責
、

無
告
之
人
、
猶
不
し
得
し
免
、
裸
身
蓬
頭
、
知
し
用
二
鎌
斧
一
、
弱
腎
痩
肩
、
何
任
し
脅
し
弓
、
無
し
根
而
来
、
尋
即
逃
去
、
寛
二
其
窮
困
一
、
競
習

生
し
常
、
依
レ
法
為
し
罪
、
追
捕
満
し
獄
、
由
し
役
求
レ
食
、
甘
之
二
山
野
一
、
他
役
難
し
禁
、
率
斯
之
漸
也
、
臣
等
商
量
、
解
訓
却
兵
士
一
、
停
訓
廃

生
し
常
、
依
レ
法
強

軍
毅
一
、
（
後
略
）

天
長
三
年
一

こ
の
官
符
は
、

太
政
官
符

（
中
略
）

（
八
二
六
）
に
軍
団
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
る
。

（
オ
）
『
類
緊
三
代
格
」
天
長
三
年
一
一
月
三
日
官
符

応
下
廃
一
兵
士
一
置
中
選
士
衛
卒
上
事

八
二

天
長
三
年
一
一
月
三
日

こ
の
官
符
は
、
大
宰
府
管
内
諸
国
の
軍
団
兵
士
制
を
廃
止
し
、
代
わ
り
に
選
士
・
統
領
な
ど
を
置
く
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲

げ
た
の
は
軍
団
兵
士
制
廃
止
の
理
由
を
述
べ
た
部
分
で
、
や
や
難
解
な
文
章
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
軍
団
兵
士
制
の
矛
盾
・
欠
陥
が
示
さ

れ
て
い
て
非
常
に
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
こ
の
官
符
で
注
目
さ
れ
る
第
一
の
点
は
、
「
兵
士
名
備
二
防
禦
一
、
実
是
役
夫
」
と
あ
る
よ
う

に
、
軍
毅
た
ち
に
よ
っ
て
兵
士
の
私
役
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
国
司
や
軍
毅
に
よ
る
兵
士
の
使
役
は
八
世
紀
中
葉
か
ら
問
題
視

さ
れ
、
弘
仁
四
年
に
も
禁
止
さ
れ
た
ば
か
り
な
の
だ
が
、
全
く
遵
守
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
強
士
恥
し
名
、
儒
夫
畏
レ
責
、

（
説
）

鉦
生
口
之
人
、
猶
不
し
得
し
免
」
と
あ
る
よ
う
に
、
軍
毅
等
が
私
利
の
み
を
追
い
求
め
る
た
め
、
「
強
士
」
は
兵
士
に
な
ら
ず
、
貧
窮
者
ば
か



瓶
Ⅲ
兵
士
制
の
廃
止
理
由
に
つ
い
て

八

三

り
が
兵
士
に
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
強
士
」
は
強
壮
な
一
般
公
民
や
弓
馬
に
巧
み
な
富
裕
者
を
指
す
と
み
ら
れ
る
が
、

彼
ら
は
兵
士
に
な
る
こ
と
を
避
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
軍
団
兵
士
は
貧
窮
者
ば
か
り
で
「
由
し
役
求
レ
食
、
甘
之
菖
山
野
」
で
あ
っ

た
た
め
、
軍
毅
た
ち
に
よ
る
兵
士
の
私
役
を
禁
止
し
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
国
司
や
軍
毅
に
よ
る
軍
団
兵
士
の
私
役
と
そ
れ
に
よ
る

（
銘
）

弱
体
化
は
以
前
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
た
が
、
当
時
の
軍
団
は
そ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
軍
団
兵
士
制
は
貧
窮
者
ば
か
り
で
「
強
士
」
が
集
ま
ら
な
い
と
い
う
構
造
的
欠
陥
を
有
し
て
お
り
、
軍
団
兵
士
制

が
維
持
さ
れ
る
限
り
は
、
「
般
富
百
姓
才
堪
・
弓
馬
》
者
」
を
兵
士
に
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
富
豪
層
は
雑
倦
で
も

（
調
｝

「
富
強
之
家
、
輸
一
一
財
物
一
以
酬
レ
直
、
貧
弱
之
輩
、
役
・
一
身
力
一
而
赴
レ
事
」
と
あ
る
よ
う
に
う
ま
く
実
役
を
逃
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

「
兵
士
之
賎
、
元
し
異
》
・
奴
僕
一
」
と
さ
れ
る
兵
士
役
は
な
お
さ
ら
忌
避
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
一
般
の
「
強
士
」
、
す
な
わ
ち
強
壮
な
一
般
公
民
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
征
夷
軍
は
人
数
的
に
「
段
富
百
姓
才

堪
菖
弓
馬
者
」
な
ど
だ
け
で
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
一
般
公
民
で
強
壮
な
者
も
多
く
集
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
が
、

当
時
の
軍
団
の
状
況
で
は
決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
先
の
「
続
日
本
紀
」
延
暦
九
年
一
○
月
葵
丑
条
に

「
当
今
坂
東
之
国
、
久
疲
圭
戎
場
、
強
壮
者
以
皇
筋
力
供
し
軍
、
貧
弱
者
以
二
卿
嗣
一
赴
レ
役
」
と
あ
る
の
で
、
延
暦
八
年
の
征
夷
に
お
い
て

（
Ⅷ
）

は
強
壮
な
一
般
兵
士
を
一
定
度
は
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
、
っ
で
あ
亙
拠
、
今
回
の
征
夷
は
「
征
軍
十
万
」
と
い
う
空
前
の
規
模
で
な
さ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
一
般
兵
士
も
さ
ら
に
数
多
く
集
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
先
に
み
た
よ
う
な
軍
団
の
状
況
は
強

壮
な
一
般
兵
士
の
徴
集
に
も
大
き
な
妨
げ
と
な
っ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
の
軍
団
兵
士
制
に
は
「
身
堪
：
軍
士
一
者
」
を
徴
発
で
き
な
い
と
い
う
構
造
的
欠
陥
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
段

窟
百
姓
才
堪
：
弓
馬
》
者
」
や
「
堪
瞥
弓
馬
者
」
を
兵
士
に
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
試
み
は
い
ず
れ
も
失
敗
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
弓
馬
に
巧
み
な
富
裕
者
や
強
壮
な
一
般
公
民
を
数
多
く
徴
発
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
政
府
に
と
っ
て
軍
団
兵
士
制
の
存



在
は
大
き
な
障
害
で
あ
り
、
そ
の
廃
止
に
踏
み
切
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
征
夷
の
準
備
が
進
む
延
暦
一
一
年
に
軍
団
兵
士
制

（
犯
）

が
廃
止
さ
れ
た
直
接
の
理
由
は
こ
う
し
た
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

八
四

国
際
的
緊
張
が
緩
和
す
る
な
か
で
、
国
司
や
軍
毅
に
よ
る
兵
士
の
私
役
、
弱
体
化
し
た
兵
士
の
揺
役
免
除
と
い
う
財
政
的
損
失
な
ど
、

軍
団
兵
士
制
の
矛
盾
・
問
題
点
が
次
第
に
表
面
化
し
て
出
さ
れ
た
の
が
宝
亀
一
一
年
官
奏
、
す
な
わ
ち
弱
兵
の
帰
農
と
弓
馬
に
巧
み
な
富

裕
者
の
採
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
な
構
造
的
欠
陥
を
軍
団
兵
士
制
は
持
っ
て
い
た
た
め
そ
れ
ら
は
実
施
さ
れ
ず
、
軍
団
兵

士
制
の
矛
盾
・
問
題
点
は
さ
ら
に
深
刻
化
し
て
い
っ
た
。
軍
団
兵
士
制
の
矛
盾
・
問
題
点
を
解
消
す
る
方
法
は
も
は
や
そ
の
廃
止
し
か
な

い
の
で
あ
り
、
政
府
も
そ
う
し
た
認
識
を
次
第
に
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
延
暦
八
年
の
蝦
夷
征
討

に
大
敗
し
、
政
府
に
と
っ
て
次
の
征
夷
に
向
け
て
坂
東
諸
国
か
ら
「
身
堪
二
軍
士
一
者
」
を
徴
集
す
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
た
。
こ

う
し
て
延
暦
二
年
に
軍
団
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
延
暦
一
一
年
と
い
う
年
に
な
ぜ
軍
団
兵
士
制
が
廃
止
さ
れ
た
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
軍
団
兵

士
制
廃
止
の
基
本
的
要
因
は
最
初
に
述
べ
た
諸
点
に
あ
り
、
坂
東
諸
国
か
ら
の
「
身
堪
二
軍
士
一
者
」
の
徴
集
は
い
わ
ば
そ
の
引
金
を
引
く

役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
軍
団
兵
士
制
廃
止
時
に
公
民
の
負
担
軽
減
の
た
め
伝
馬
の
廃
止
や
品
部
の
縮
減
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
基
本
的
理
由
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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（
５
）
同
註
（
１
）
前
掲
論
文
。

（
６
）
こ
の
他
、
下
向
井
龍
彦
氏
は
、
「
延
暦
十
一
年
兵
士
制
廃
止
Ⅱ
全
面
軍
縮
は
、
蝦
夷
征
討
事
業
・
長
岡
京
遷
都
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
国
司
統
制
政
策

の
一
環
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
同
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
軍
縮
改
革
に
つ
い
て
」
、
註
（
１
）
前
掲
論
文
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
７
）
「
続
日
本
紀
」
天
平
九
年
四
月
戊
午
条
、
同
天
平
宝
字
三
年
二
月
辛
未
条
。

（
８
）
宝
旭
五
年
八
月
の
蝦
夷
に
よ
る
桃
生
城
襲
撃
後
、
律
令
国
家
側
は
反
嬢
を
行
い
、
一
定
の
成
果
は
あ
げ
た
も
の
の
苦
戦
の
連
続
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
蝦
夷
と
の
戦
い
は
宝
地
九
年
に
と
り
あ
え
ず
一
段
落
す
る
。

（
９
）
「
続
日
本
紀
」
宝
旭
五
年
八
月
己
巳
条
。

（
皿
）
「
続
日
本
紀
」
宝
他
七
年
五
月
戊
子
条
。

（
、
）
「
続
日
本
紀
」
宝
地
六
年
一
○
月
美
酉
条
。

軍
団
兵
士
制
の
廃
止
理
由
に
つ
い
て

同
註
（
１
）
前
掲
論
文
。

同
註
（
１
）
前
掲
論
文
。

八
五

註

（
１
）
西
岡
虎
之
助
「
健
児
に
つ
い
て
」
（
同
「
西
岡
虎
之
助
著
作
集
」
一
、
三
一
書
房
、
一
九
八
二
年
、
初
出
は
一
九
二
二
年
）
、
同
「
騎
兵
制
の
発
達
と
武

士
」
（
同
前
書
、
初
出
は
一
九
二
六
年
）
、
同
「
日
本
に
お
け
る
兵
制
の
発
達
」
（
同
前
書
、
初
出
は
一
九
三
七
年
）
、
川
上
多
助
「
中
古
徴
兵
制
度
の
変
遷
」

（
上
）
（
中
）
（
下
）
（
「
歴
史
地
理
」
三
五
１
一
・
四
・
五
、
一
九
一
一
○
年
）
、
同
「
武
士
の
勃
興
」
（
同
『
日
本
古
代
社
会
史
の
研
究
」
、
河
出
書
房
、
一
九

四
七
年
、
初
出
は
一
九
三
四
年
）
。
こ
の
他
、
軍
団
兵
士
制
廃
止
の
理
由
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
吉
沢
幹
夫
「
延
暦
二
年
の
諸
国
兵
士
の
停
廃
に
つ
い

て
」
（
「
東
北
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要
』
二
、
一
九
七
六
年
）
、
村
岡
薫
「
延
暦
十
一
年
、
諸
国
軍
団
兵
士
制
停
廃
の
一
考
察
」
（
「
民
衆
史
の
課
題
と
方
向
」

所
収
、
三
一
書
房
、
一
九
七
八
年
）
、
下
向
井
龍
彦
「
延
暦
十
一
年
軍
団
兵
士
制
廃
止
の
歴
史
的
意
義
」
（
「
史
人
」
一
、
一
九
九
七
年
）
、
同
「
光
仁
・
桓

武
朝
の
軍
縮
改
革
に
つ
い
て
」
今
古
代
文
化
」
四
九
’
一
一
、
一
九
九
七
年
）
、
中
尾
浩
康
「
延
暦
十
一
年
の
耶
制
改
革
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
史
研
究
」
四

六
七
、
一
一
○
○
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）
同
「
騎
兵
制
の
発
達
と
武
士
」
（
註
（
１
）
前
掲
論
文
）
。



八
六

（
週
）
「
続
日
本
紀
」
宝
地
二
年
三
月
丁
亥
条
。

（
喝
）
「
続
日
本
紀
」
宝
心
一
一
年
三
月
美
巳
条
。

（
Ｍ
）
「
続
日
本
紀
」
宝
旭
二
年
五
月
己
卯
条
。

（
巧
）
「
続
日
本
紀
」
宝
地
一
一
年
七
月
甲
申
条
。

（
肥
）
「
続
日
本
紀
」
宝
旭
一
一
年
一
○
月
己
未
条
。

（
Ⅳ
）
「
続
日
本
紀
」
宝
地
一
一
年
五
月
丁
丑
条
。

（
蝿
）
「
続
日
本
紀
」
宝
屯
二
年
七
月
甲
申
条
。

（
⑲
）
「
続
日
本
紀
」
天
応
元
年
二
月
己
来
条
。

（
釦
）
「
続
日
本
紀
」
宝
屯
一
一
年
五
月
辛
未
条
。

（
皿
）
「
続
日
本
紀
」
宝
地
一
一
年
七
月
美
未
条
。

（
翌
「
続
日
本
紀
」
宝
亀
一
一
年
七
月
甲
申
条
。

（
翌
「
続
日
本
紀
」
延
暦
二
年
四
月
乙
丑
条
。

（
型
「
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
六
月
戊
子
条
。

（
翌
「
続
日
本
紀
」
天
応
元
年
九
月
辛
巳
条
。

（
妬
）
こ
こ
に
み
え
る
「
散
位
子
、
郡
司
子
弟
、
及
浮
宕
等
類
、
身
堪
二
軍
士
一
者
」
と
先
の
宝
旭
一
一
年
官
奏
の
「
段
富
百
姓
才
堪
二
弓
馬
一
者
」
、
次
の
延
暦
七

年
三
月
勅
の
「
堪
二
弓
馬
一
者
」
は
、
大
体
に
お
い
て
同
一
対
象
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
散
位
子
、
郡
司
子
弟
、
及
浮
宕
等
類
」
は
「
般
富
百
姓
才

堪
二
弓
馬
》
者
」
や
「
堪
二
弓
馬
一
者
」
の
具
体
的
内
容
を
例
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
「
散
位
子
、
郡
司
子
弟
、
及
浮
宕
等
類
、
身
堪
二
軍
士
一
者
」

を
文
字
通
り
「
散
位
子
、
郡
司
子
弟
、
及
浮
宕
等
類
」
に
限
定
し
て
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
彼
ら
だ
け
で
五
○
○
’
一
○
○
○
人
の
部
隊
を
柵
成
す

る
こ
と
は
人
数
的
に
無
理
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
他
の
「
股
富
百
姓
才
堪
二
弓
馬
一
者
」
や
「
堪
二
弓
馬
聖
者
」
と
は
別
に
彼
ら
だ
け
で
部
隊
を
編
成
す
る
こ
と

に
も
あ
ま
り
意
味
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
、
や
は
り
三
者
が
示
す
対
象
は
雑
本
的
に
同
じ
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
”
）
軍
期
的
緊
張
が
蝦
も
商
い
東
国
で
こ
う
い
う
状
況
で
あ
る
か
ら
、
他
の
諸
国
に
お
い
て
宝
屯
二
年
官
奏
の
内
容
が
実
施
さ
れ
た
と
は
と
う
て
い
考
え



耶
団
兵
士
制
の
廃
止
理
由
に
つ
い
て

ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
川
上
多
助
氏
（
同
註
（
１
）
前
掲
論
文
）
、
吉
沢
幹
夫
氏
（
同
註
（
１
）
前
掲
論
文
）
、
下
向
井
瀧
彦
氏
（
同
註
（
１
）

前
掲
論
文
）
は
宝
屯
二
年
官
奏
の
結
果
「
股
篇
百
姓
才
堪
：
弓
賜
者
」
を
中
心
と
す
る
新
た
な
兵
制
が
旧
来
の
軍
団
兵
士
制
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
に

な
っ
た
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
村
岡
薫
氏
（
同
註
（
１
）
前
掲
論
文
）
、
中
尾
浩
康
氏
（
同
註
（
１
）
前
掲
論
文
）
は
こ
の
延
暦
二
年
勅
、
ぎ
ら
に
は
次
に

述
べ
る
延
暦
九
年
一
○
月
の
太
政
官
奏
言
（
史
料
（
エ
）
）
か
ら
、
そ
う
し
た
新
兵
制
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
と
き
れ
て
い
る
が
、
後
者
の
説
を
妥
当
と

述
べ
る
延
暦
九
年
一

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

八
七

（
翌
こ
の
こ
と
は
、
宝
旭
一
一
年
官
奏
の
よ
う
に
財
政
問
題
な
ど
に
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
聖
「
統
日
本
紀
」
延
暦
三
年
二
月
己
丑
条
。

（
聖
「
続
日
本
紀
」
延
暦
五
年
八
月
甲
子
条
。

（
型
）
「
続
日
本
紀
」
延
暦
七
年
三
月
庚
成
条
。

（
翌
「
続
日
本
紀
」
延
暦
八
年
六
月
庚
辰
条
。

（
翌
「
続
日
本
紀
」
延
暦
八
年
六
月
甲
戎
条
。

（
鈍
）
「
続
日
本
紀
」
延
暦
九
年
閏
三
月
庚
午
条
、
同
乙
未
条
、
四
月
辛
丑
条
。

（
調
）
「
続
日
本
紀
」
延
暦
一
○
年
一
月
己
卯
条
、
同
三
月
丁
丑
条
、
同
丙
成
条
、
同
一
○
月
壬
子
条
。

（
錨
）
「
類
衆
三
代
格
』
弘
仁
四
年
八
月
九
日
官
符
。

（
釘
）
こ
こ
に
は
「
強
士
恥
し
名
、
儒
夫
畏
レ
責
、
無
告
之
人
、
猶
不
し
得
し
免
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
軍
団
兵
士
は
困
窮
者
ば
か
り
と
あ
る
の
で
、
「
強
士
」
が
兵

士
役
を
忌
避
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
翌
こ
の
官
符
の
内
容
は
あ
く
ま
で
天
長
年
間
の
西
海
道
諸
国
に
つ
い
て
の
も
の
だ
が
、
国
司
や
軍
毅
に
よ
る
兵
士
の
私
役
禁
止
と
そ
の
不
遵
守
は
以
前
か

ら
全
国
的
に
問
題
化
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
一
般
化
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
鉛
）
「
類
緊
三
代
格
」
延
暦
一
四
年
間
七
月
一
五
日
勅
。

（
型
西
海
道
諸
国
の
軍
団
兵
士
数
の
減
定
を
命
じ
た
先
の
「
類
衆
三
代
格
」
弘
仁
四
年
八
月
九
日
官
符
に
「
強
壮
者
」
を
残
留
さ
せ
よ
と
あ
る
の
で
、
軍
団

に
「
強
士
」
が
全
く
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
先
の
天
長
三
年
一
一
月
三
日
官
符
に
よ
る
と
軍
団
兵
士
は
困
窮
者
ば
か
り
な
の
で
、
独
留
し



た
の
は
「
強
壮
者
」

た
可
能
性
が
高
い
。

「
日
本
後
紀
」
弘

で
は
な
く
む
し
ろ
困
窮
者
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
宝
地
二
年
官
奏
の
弱
兵
を
帰
農
さ
せ
る
と
い
う
政
策
も
実
現
し
て
い
な
か
っ

八
八

（
似
）
「
日
本
後
紀
」
弘
仁
二
年
五
月
壬
子
条
。

（
狸
）
軍
団
兵
士
制
廃
止
後
、
坂
東
諸
国
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
兵
士
を
徴
発
し
た
の
か
、
「
身
堪
一
一
軍
士
》
者
」
を
ど
の
程
度
集
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
な
ど
は

不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
延
暦
一
三
年
の
征
夷
は
「
征
軍
十
万
」
と
い
う
空
前
の
規
模
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
大
避
の
兵
士
を
集
め
得
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
ま
た
、
諸
国
に
健
児
が
置
か
れ
、
そ
れ
が
そ
の
後
定
蒜
し
た
こ
と
は
、
「
身
堪
二
軍
士
一
者
」
の
組
織
化
に
一
定
度
は
成
功
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。


